
 

京都市告示第   号 

 児童福祉法（以下「法」という。）第２１条の５の１５の規定により，次のとおり法第   

２１条の５の３に規定する指定障害児通所支援事業者を指定しました。 

  令和元年５月２４日 

京都市長 門川 大作   

１ 申請者 

  社会福祉法人京都ライトハウス（理事長 滝本 章） 

２ 申請者の主たる事務所の所在地 

  京都市北区紫野花ノ坊町１１ 

３ 事業所の名称 

  視覚支援あいあい教室 

４ 事業所の所在地 

  京都市北区紫野花ノ坊町１１ 

５ 指定する事業の種類 

  居宅訪問型児童発達支援，保育所等訪問 

６ 指定年月日 

  平成３１年４月１日 

７ 事業所番号 

  ２６５０１０００７２ 

（子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課） 
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